
○深川市除排雪オペレーター養成事業助成要綱 

令和元年１１月１２日 

訓令第４９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市市道の万全な除排雪体制を維持するため、市道除排雪を委託する

深川維持事業協同組合（以下「組合」という。）が、除排雪作業に従事するオペレーター

の養成と継続的な確保に取り組む場合、本市がそのために必要な費用を一部助成する手続

きを定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 事業者 組合を構成する事業者 

（２） 普通免許 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第８

４条第３項に規定する普通自動車免許 

（３） 大型免許 法第８４条第３項に規定する大型自動車免許 

（４） 大型特殊免許 法第８４条第３項に規定する大型特殊自動車免許 

（５） 技能講習 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）別表第１８の３１に規定

する車両系建設機械（整地、運搬、積込用及び掘削）運転技能講習 

（６） 助成要件従業員 除排雪作業に必要な資格を取得するための費用を助成対象にで

きる従業員 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付を受けることができる者は、事業者とする。 

（助成要件従業員） 

第４条 助成要件従業員は、次の各号のいずれにも該当する従業員とする。 

（１） 事業者と期間の定めのない労働契約を締結し雇用されている者 

（２） 助成金の申請日現在、年齢が５０歳以下の者 

（３） 普通免許を取得していた者 

（助成対象費用） 

第５条 助成金の助成対象費用は、次の各号に規定する費用とする。ただし、第３号の費用

のみの場合を除く。 



（１） 助成要件従業員が、大型免許を取得するために教習所等に支払った費用のうち、

事業者が負担した額 

（２） 助成要件従業員が、大型特殊免許を取得するために教習所等に支払った費用のう

ち、事業者が負担した額 

（３） 助成要件従業員が、技能講習を受講するために教習所等に支払った費用のうち、

事業者が負担した額 

２ 同一の助成要件従業員が同一の資格を取得するための費用に対する助成は１回限りとす

る。 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、前条に規定する助成対象費用の２分の１以内とし、次に掲げる金額

を上限とする。 

（１） 大型免許の取得に対する助成 助成要件従業員一人につき７万円 

（２） 大型特殊免許の取得に対する助成 助成要件従業員一人につき２万円 

（３） 技能講習の受講に対する助成 助成要件従業員一人につき１万円 

２ 助成金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする事業者は、助成要件従業員が資格を取得した年度の

３月３１日までに、組合を通じて深川市除排雪オペレーター養成事業助成金交付申請書（別

記様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 助成要件従業員の健康保険証等の写し 

（２） 運転免許経歴証明書の写し 

（３） 技能講習修了証の写し 

（４） 助成要件従業員が資格を取得するために教習所等に支払った金額が確認できる書

類の写し 

（５） 事業者負担額、支出先及び支出時期が確認できる書類の写し 

（令２訓令１２・一部改正） 

（交付決定の通知） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の可

否を決定し、深川市除排雪オペレーター養成事業助成金交付決定通知書（別記様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 



（助成金の交付等） 

第９条 事業者は、交付決定の通知を受けてから３０日以内又は交付決定を受けた年度の３

月３１日のいずれか早い日までに深川市除排雪オペレーター養成事業助成金請求書（別記

様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は事業者から前項に規定する請求があったときは、助成金の額と交付予定日を深川

市除排雪オペレーター養成事業助成金振込通知書（別記様式第４号）により通知し、助成

金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金交

付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることがで

きる。 

（１） 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

（２） 助成金の交付の条件に違反したとき 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したとき、又は補助金を返還させるときは、

深川市除排雪オペレーター養成事業助成金交付決定取消通知書（別記様式第５号）により

通知するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年１１月１２日から施行する。 

附 則（令和２年３月１８日訓令第１２号） 

この訓令は、令和２年３月１８日から施行し、改正後の深川市除排雪オペレーター養成事

業助成要綱の規定は令和２年２月２８日から適用する。 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第７条関係） 

別記様式第２号（第８条関係） 

別記様式第３号（第９条関係） 

別記様式第４号（第９条第２項関係） 

別記様式第５号（第１０条関係） 

 


